
海技免状・小型船舶操縦免許証等の弾力的な運用について 

（新型コロナウイルス感染症対策に伴う船舶職員法及び小型船舶操縦者法等関連事

務の取扱いについて）                   令和２年５月２０日 

 

１．適用対象 

 新型コロナウイルス感染症対策に関連して、船舶職員及び小型船舶操縦者法及

び水先法に基づく申請、書類の作成（以下「申請等」という）のうち、当該申請

を行うことができなかったことについて、やむを得ない事情がある方に適用しま

す。 

 この適用を受けて申請をおこなう方は、当該やむを得ない事情を記載した書類

を提出して下さい。 

 

２．弾力的措置の内容 

（１）申請等の実施猶予 

令和２年２月１７日以降に行われる申請等で、上記１．のやむを得ない事情

により定められた期限を超えて行われるものについては、当該期限の到来日に

申請等が行われたものとみなします。 

例１．海技免許又は操縦免許の申請は、試験合格日以降１年以内に申請をしなけ

ればならないが、１年を超えた申請については、当該合格日から１年とな

る日に申請されたものとします。 

例２．海技免状又は操縦免許証（以下「海技免状等」という）の有効期間の更新

申請は、有効期間満了日以前１年以内にしなければならないところ、有効

期間満了日を超えて行われる当該申請については、当該海技免状等の有効

期間満了日に申請されたものとします。 

例３．登録船舶職員養成施設の登録更新申請で期間満了後に申請された取扱い。 

例４．登録小型船舶教習所の財務諸表等の作成に関する取扱い。 

 

（２）申請に対する添付書類等における期限等の猶予 

 令和２年２月１７日以降に行われる申請で、その添付書類等において一定

の期間又は一定の期限を要件としているにもかかわらず、上記１．のやむを

得ない事情により当該期間又は期限を超えているものについては、当該期間

又は期限を超えていないものとして扱います。 

 

例１．操縦免許証の有効期間の更新申請で、申請日以前３月以内に登録 操縦免

許証更新講習の課程を修了しなければならないところ、３月を超えた当該

課程の修了についても申請日以前３月以内に当該課程を修了したものとし

ます。 

例２．操縦免許証の有効期間の更新申請で、上記（１）により有効期間満了日を



申請日として取扱う場合、有効期間満了後に登録操縦免許証更新講習の課

程を修了した方も申請日以前３月以内に修了したのもとします。 

例３．海技免状の有効期間の更新申請で、海技士身体検査証明書については申請

日以前３月以内に指定医師により受けた検査結果を記載したものでなけれ

ばならないところ、３月を超えた検査結果についても申請日以前３月以内

の検査結果が記載されているものとします。 

例４．海技試験の受験資格である乗船履歴について、試験開始期日の５年以内の

ものが含まれていなければならないところ、５年以内のものが含まれてい

ない乗船履歴についても試験開始期日の前５年以内のものが含まれている

ものとして取り扱います。 

例５．登録小型船舶教習所の課程を修了した方が受験する操縦試験において、操

縦試験の開始日前１年以内に当該課程を修了しなければ学科試験及び実技

試験が免除とならないことろ、試験開始日前１年を超えた当該課程の修了

についても試験開始日前１年に当該課程を修了したものとして、学科試験

及び実技試験を免除します。 

 

【更新申請関係】 

    上記１．のやむを得ない事情により、海技免状等の有効期間の更新申請を更

新期間内に行うことが困難であるが、船舶職員として乗り組むこと又は小型船

舶操縦者として乗船することが不可欠である方は、更新可能期限を記載した

「有効期間更新手続中シール」を当該海技免状等に貼付します。 

    その後、更新可能期限を超えて当該やむを得ない事情が継続する見込みであ

るときは、有効期間更新手続中シールを再び添付します。 

 

    なお、更新可能期限は、原則として海技免状等の有効期間の満了から３月以

内とします。ただし、乗船期間や更新講習の開催予定等の状況など、やむを得

ない場合は配慮します。 

 

【海技試験の受験申請関係】 

    定期試験（令和２年２月、４月又は７月）又は臨時海技試験（令和２年３月

又は６月）の受験を申請し、試験科目の一部であっても当該試験を受験できな

かった方には申請書類を返還します。 

    この場合において、当該申請書類（海技試験申請書を除く）については、令

和２年度の海技試験に限り有効なものとして取り扱います。 

 

  なお、詳細その他ご不明な点等ございましたら、下記までご連絡下さい。 

連絡先：中部運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課 

電話：０５２－９５２－８０２７ ＦＡＸ：０５２－９５２－８０５４ 

 



  






